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2025 年 6 月 27 日 

 

各 位 

 

 

 

 

 

 

2025 年 3 月期 有価証券報告書の提出期限延長に係る承認のお知らせ 

 

当社は、2025 年 6 月 27 日付「第 52 期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書

提出のお知らせ」でお知らせしましたとおり、企業内容等の開⽰に関する内閣府令第 15 条

の 2 第 1 項に規定する有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請を⾏っておりました

が、2025 年 6 月27日付で同内閣府令第 15 条の 2 第 3 項に規定する有価証券報告書の提

出期限延長に係る承認を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1．対象となる有価証券報告書 

 第 52 期有価証券報告書 

（自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年３月 31 日） 

 

2．延長前の提出期限 

 2025 年６月 30 日（月） 

 

3．延長後の提出期限 

2025 年 9 月 26 日（金） 

 

4．今後の見通し 

  当社は、会計監査人による有価証券報告書の監査等を経て、延長後の提出期限である

2025 年 9 月 26 日までに第 52 期有価証券報告書の提出を完了させる予定であります。 
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